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組合 Q ＆ A
　

委
任
契
約
と
は
、
委
任
者
が
「
お
願

い
し
ま
す
」
と
あ
る
仕
事
を
頼
ん
で
、

頼
ま
れ
た
人
が
「
は
い
わ
か
り
ま
し
た
。

お
引
き
受
け
し
ま
す
」
と
承
諾
し
て
成

立
す
る
契
約
で
す
。

　
「
委
任
契
約
」
は
民
法
の
「
契
約
」

の
と
こ
ろ
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
民

法
の
「
契
約
」
に
は
、
売
買
契
約
と
雇

用
契
約
な
ど
十
三
種
類
が
書
い
て
あ
り

ま
す
が
、
委
任
契
約
は
そ
の
中
の
一
つ

で
す
。

　

委
任
契
約
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
気

に
な
り
ま
す
。
法
律
用
語
辞
典
（
＊
有

斐
閣
「
法
律
用
語
辞
典
四
〇
頁
）
に
は

「
当
事
者
の
一
方（
委
任
者
）が
他
方（
受

任
者
）
に
対
し
て
、
事
務
の
処
理
を
委

託
し
、
他
方
が
こ
れ
を
承
諾
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
す
る
諾
成
・
不
要
式
の

契
約
。
労
務
供
給
契
約
の
一
種
で
あ
る

が
、
受
任
者
が
自
ら
の
裁
量
で
事
務
を

処
理
す
る
点
で
、
使
用
者
の
指
揮
に

よ
っ
て
労
務
を
提
供
す
る
『
雇
用
』
と

は
区
別
さ
れ
、
結
果
の
完
成
を
必
ず
し

も
必
要
と
し
な
い
点
で
『
請
負
』
と
は

区
別
さ
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
委
任
契
約
で
覚
え
て
お
き
た
い

の
は
、「
善
管
義
務
」
と
「
理
事
個
人

と
組
合
の
契
約
」
の
二
点
で
す
。

　
「
善
管
義
務
」
と
は
「
善
良
な
る
管

理
者
の
注
意
を
も
っ
て
委
任
事
務
を
処

理
す
る
義
務
を
負
う
」
と
い
う
も
の
で

す
。
例
え
ば
、
組
合
の
事
務
所
に
泥
棒

が
入
り
、
お
金
を
盗
ま
れ
た
と
し
ま
す
。

調
べ
て
み
る
と
、
理
事
が
金
庫
に
鍵
を

か
け
忘
れ
て
い
た
、
こ
の
理
事
は
金
庫

の
管
理
を
組
合
か
ら
委
任
さ
れ
て
い
た

の
に
「
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
」
を

も
っ
て
管
理
を
し
な
か
っ
た
、
悪
い
の

は
、
委
任
さ
れ
た
任
務
を
怠
っ
た
理
事

な
の
だ
か
ら
、
盗
ま
れ
た
責
任
を
と
っ

て
損
害
を
賠
償
し
な
さ
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

自
分
で
盗
ん
で
も
い
な
い
し
、
組
合

か
ら
役
員
報
酬
も
も
ら
っ
て
い
な
い
、

そ
れ
で
責
任
だ
け
は
追
及
さ
れ
る
の
で

は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
言
い

た
く
な
り
ま
す
が
、
委
任
契
約
と
は
引

き
受
け
た
か
ら
に
は
、
善
良
な
る
管
理

者
と
し
て
の
注
意
が
必
要
な
契
約
な
の

で
す
。

　

善
管
義
務
は
、
自
己
の
財
産
に
対
す

る
注
意
義
務
と
比
較
す
る
と
わ
か
り
易

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
善
良
な
る
管
理

者
は
、
自
己
の
財
産
に
対
す
る
注
意
よ

り
も
重
い
注
意
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　
「
理
事
個
人
と
組
合
の
契
約
」
と
は
、

組
合
と
企
業
の
契
約
で
は
な
い
と
い
う

意
味
で
す
。
理
事
は
、
個
人
と
し
て
組

合
と
委
任
契
約
を
結
ん
で
い
ま
す
。
組

合
員
に
な
る
の
は
会
社
そ
の
も
の
で
す

が
、
理
事
に
な
る
の
は
会
社
法
人
で
は

な
く
個
人
な
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
盗
ま
れ
た
お
金
を
弁

償
す
る
場
合
、
理
事
個
人
の
財
布
か
ら

出
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
会
社
か

ら
出
す
と
税
務
上
は
会
社
の
損
金
に
は

な
ら
ず
役
員
賞
与
と
さ
れ
る
可
能
性

（
※
国
税
調
査
会
「
協
同
組
合
の
会
計
実

務
」
松
澤
修
著
一
九
〇
頁
）
が
あ
り
ま
す
。

組
合
Ｑ
＆
Ａ

理
事
と
組
合
は
委
任
契
約

ポ
イ
ン
ト

★  

組
合
と
理
事
個
人
の
関
係
は
委
任

契
約

★  

委
任
契
約
に
は
「
善
管
義
務
」
が

あ
る

Ｑ 

．
理
事
会
、
役
員
に
関
す
る
正
誤
問

題
で
す
。

【
第
１
問
】
理
事
会
の
議
事
録
に
は
、

賛
成
・
反
対
し
た
理
事
の
氏
名
ま
で
記

載
す
る
必
要
は
な
い
。

【
第
２
問
】
理
事
会
の
議
長
は
、
議
決

権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

【
第
３
問
】
理
事
会
に
、
理
事
本
人
が

出
席
で
き
な
い
場
合
、
代
理
人
に
よ
る

出
席
が
認
め
ら
れ
る
。

【
第
４
問
】
法
人
組
合
員
の
場
合
、
組

合
の
役
員
に
な
る
の
は
法
人
そ
の
も
の

で
あ
る
。

【
第
５
問
】
理
事
は
、
任
務
を
怠
っ
て

組
合
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
損
害
賠

償
責
任
を
負
う
。

《
解
答
》

【
第
１
問
】
×
（「
役
員
の
組
合
に
対
す
る
損
害

賠
償
責
任
」
の
規
定
に
「
議
事
録
に
異
議
を
と

ど
め
な
い
者
は
賛
成
し
た
も
の
と
推
定
す
る
」

と
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
。
理
事
会
議
事
録
に
は
賛
成
し

た
理
事
の
氏
名
、
反
対
し
た
理
事
の
氏
名
を
明

記
す
べ
き
で
あ
る
。）【
第
２
問
】
×
（
理
事
会

で
は
、
総
会
と
違
っ
て
議
長
も
議
決
権
を
行
使

で
き
る
。
議
決
権
が
あ
る
の
で
、
総
会
で
認
め

ら
れ
る
可
否
同
数
の
と
き
の
決
定
権
は
な
い
。）

【
第
３
問
】
×
（
代
理
人
に
よ
る
出
席
は
認
め

ら
れ
な
い
（
本
誌
４
月
号
参
照
）。
※
書
面
出

席
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。）【
第
４
問
】
×
（
組

合
の
理
事
に
は
、
法
人
は
な
れ
な
い
と
法
律
に

明
記
さ
れ
て
い
る
。
会
社
法
に
お
い
て
は
、
法

人
は
役
員
欠
格
者
と
さ
れ
、
組
合
関
係
法
も
同

様
の
規
定
を
入
れ
て
い
る
。）【
第
５
問
】
〇

組
合
士
検
定
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
‼

　
理
事
と
組
合
の
関
係
は
、
民
法
の

「
委
任
契
約
」
で
あ
る
。
委
任
契
約

と
は
ど
ん
な
契
約
か

中
小
企
業
組
合
理
事
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ

「
清
水
透
著
・
２
０
１
０
年
５
月
25
日
（
新
訂
）

第
１
版
第
１
刷
発
行
」
よ
り
転
載
。

⃝
 

⃝

◎ 

ご
購
入
の
お
申
込
み
等
、
図
書
に
つ
い
て

の
詳
細
は
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
下
さ
い
。（
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
▽
中
央
会
の
出
版
刊
行
物
）


